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岩見沢市生涯学習センター「いわなび」の 

感染拡大防止に係る対応方針 

 
  本ガイドラインは、岩見沢市社会教育施設の感染拡大防止に関するガイドラインを踏ま

えて作成した当館の感染拡大防止に係る対応方針です。 
今後、北海道内の新型コロナウイルス感染症の状況の変化及び岩見沢市の指示等により、

適宜見直しを行う。 
 
１ 感染症対策の実施について 
① 発熱者等の施設への利用防止 

 ・発熱、咳や倦怠感などの症状の有無を確認し、症状がある場合、施設利用の自粛を要請す

る。 
 
② 飛沫感染、接触感染の防止 
・受付時には、職員と利用者との飛沫感染予防（カウンターでの仕切り版）の実施及び受付

を待っている時には一定の距離の確保を徹底する。 
・施設の入り口等に、消毒液を設置し手指消毒を徹底する。 

 ・施設内のイス、テーブル、ドアノブ、エレベーターのボタン、トイレ等、不特定多数が触

れる場所について定期的な消毒を実施する。 
 ・アリーナの器具庫に保管されている器具については、利用者に利用前後の消毒作業の実

施を要請する。 
  
 ③３つの密（密閉・密集・密接）を避ける 
 ○密閉 
 ・通気性を良くするため、ロスナイ（自動換気システム）の操作及び利用上支障がなければ

出入り口ドアを開けたままでの利用を認める。 



なお、部屋の排煙窓の開閉を希望する利用者がいる場合、自らの責任において開閉をする

ことを認めることとする。（アリーナは除く） 
 
○密集 
 ・人と人との物理的な距離を保つため、各部屋の利用定員については、別紙に定めた最大利

用人数の範囲内として当面、使用を要請する。 
 ・エレベーターの利用人数は、利用定員の半数以下での利用を要請する。 
 ・ロビー等フリースペースでの対面会話を避けるため、椅子の配置を工夫して対応する。 
  
○密接 
 ・近距離での会話を控えるよう要請する。 
 ・大声を出したり、呼気が激しくなったりする活動は、飛沫感染による感染リスクが考えら

れ、個別の注意が必要である。 
別紙に定めた最大利用人数の範囲内として当面、使用を要請する。 

 

○その他 
 ・給湯室内のコップやポット等（冷水器４F）は感染拡大防止のため、当面、使用を禁止い

たします。 
 ・ロッカーの使用は、間隔を空けて密接にならないようにする。 
 
２ イベントの実施について 
 ・国が示す「イベント開催制限の段階的な緩和の目安」に基づき実施する。 
・3 つの密（密閉・密集・密接）が重なる懸念のあるイベントの開催については、自粛する。 

 ・3 つの密が重ならないイベントを開催する場合は、別紙「行事・事業の開催チェックリス

ト」を活用して判断する。 
 
３ 利用者について 
 ・利用中は密接状態とならないよう要請する。 
 ・館内のフリースペースの利用については、概ね 30 分以内でお願いする。 
 
４ 適用期間 
  本ガイドラインの適用期間は令和 2 年 6 月 15 日から当分の間とし、北海道内の新型コ

ロナウイルス感染症の状況の変化等により、適宜見直しを行う。 
 
 



【別紙】 
生涯学習センターいわなび 

今後も感染拡大防止策を徹底することが重要であり、当施設の利用に際し、急激な感染拡

大への備えとして、人が密集しないよう感染防止策を講じ、定員の範囲以内及び１名あたり

2.25 ㎡（１名あたりの領域を 1.5 ㎡×1.5 ㎡（2.25 ㎡）で算出）を確保して利用人数を定め

る。 

なお、激しい呼気や大きな声を伴う運動を行う場合、1 人 1 人が新型コロナウイルス感染

症の拡大を防ぐ責任を持ち、各競技団体が定めるガイドラインについて留意し、利用をお願

いする。 

さらに、大きな発声を伴う利用については、１名あたり 4 ㎡（１名あたりの領域を 2 ㎡×

2 ㎡（4 ㎡）で算出）を確保して利用人数を定める。 

▶ 施設の最大利用人数 

名称 
面積

(㎡) 
定員

(人) 

利用人数 

改正前 
改正後 

2.25 ㎡ 4 ㎡ 

実習室 116 37 18 37 29 

親子学習室 120 36 18 36 30 

料理講習室 149 33 16 33 33 

研修室 1 45 23 11 20 11 

研修室 2 37 20 9 16 9 

研修室 3 74 45 18 32 18 

研修室 4 63 45 15 28 15 

研修室 5 50 21 10 21 12 

研修室 6 90 45 22 40 22 

研修室 3・研修室 4 137 90 34 60 34 

名称 
面積

(㎡) 
定員

(人) 

利用人数 

改正前 改正後 

2.25 ㎡ 4 ㎡ 

研修室 4・研修室 5 114 66 28 50 28 

研修室 5・研修室 6 141 66 33 62 35 



研修室 3・4・5 188 111 47 83 47 

研修室 4・5・6 204 111 51 90 51 

研修室 3・4・5・6 279 156 69 124 69 

和室 1 20 8 4 8 5 

和室 2 20 8 4 8 5 

和室 3 48 16 8 16 12 

和室 1・和室 2 41 16 8 16 10 

軽運動場 1 160 30 15 30 30 

軽運動場 2 84 15 7 15 15 

武道場（半面） 202 20 10 20 20 

武道場（全面） 404 40 20 40 40 

控室 46 18 9 18 11 

音楽室 92 30 15 30 23 

市民活動室 1 23 12 5 10 5 

市民活動室 2 24 6 3 6 6 

市民活動室 3 24 12 6 10 6 

市民活動室 4 23 6 3 6 5 

生涯学習室 1 23 8 4 8 5 

生涯学習室 2 21 6 3 6 5 

生涯学習室 3 22 8 4 8 5 

生涯学習室 4 29 16 7 12 7 

生涯学習室 5 28 16 7 12 7 

 


